
＊持たせた後も、継続して最新の情報や注意点を確認していきましょう。

家庭で話し合うポイント

児童生徒の
参考にしてください。

＃7333【毎日24時間対応】＊ダイヤル回線、IP電話の場合は、075-351-7834におかけください。

5

子
ど
も
と
使
い
方
を
考
え
よ
う
！

ス
マ
ホ
・
ケ
ー
タ
イ
・
タ
ブ
レ
ッ
ト
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
し
く
使
お
う
！

青少年ネット被害相談窓口

https://www.kyoto-be.ne.jp/ed-center/cms/?p=1027

https://www.kyoto-be.ne.jp/gakkyou/cms/?p=1324

https://www.kyoto-be.ne.jp/gakkyou/cms/



けてしまうことが続くと、

ケータイ・タブレットの使用をやめ、

ID・パスワード管理の重要性を家庭で確認しましょう！

●令和３年におけるSNSに起因する事犯の被害児
童数は、1812人でした。前年からは0.4％減少し
たもののおおむね横ばい状態であり、依然として
高い水準で推移しています。
●被害にあった児童の87.7％が、被害時にフィルタ
リングを利用していませんでした。

●IDやパスワードの重要性を、まずは子どもがしっかりと理解することが大切です。「ID＝家の住所」「パスワード＝
家の鍵」と考え、IDやパスワードは他人に絶対に教えてはいけません。また、パスワードは簡単に推測できないよ
うに設定する必要があります。
●他人のIDやパスワードは使ってはいけません。
　事例１：他人のIDやパスワードを勝手に使ってインターネットにアクセスした。
　　　　　不正アクセス禁止法違反＊▶3年以下の懲役又は100万円以下の罰金　　＊不正アクセス行為の禁止等に関する法律
　事例２：他人のパスワードを勝手に書き換えて使えなくした
　　　　　私電磁的記録不正作出及び供用罪▶5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

3

らの

自分の裸等

★安易に自画撮りした写真を送信・公開しないようにしましょう。

★友だちと

★平成30年に青少年の健全な育成に関する
　条例が一部改正され、子どもに対して、児童ポルノ等の提供を
　求める行為は禁止されました。

●インターネット上に、深く考えずに悪ふざけの写真や動画を掲
　載して、大きな社会問題になることがあります。また、そのことに
　よって、巨額の損害賠償を請求されるおそれがあります。

考え

＊ルールを守るための工夫を子どもとともに行うことで、理解と定着につながります。

スマホ・ケータイ・タブレットを安全に使用するために

時刻

※スマホのフィルタリングサービスについては、事業者ごとにフィルタリングの内容や費用が異なります。各社の提供サービス内容を
　確認し、適切な対応をしてください。

※各携帯電話事業者のフィルタリングサービスの名称が「あんしんフィルター」に統一され、わかりやすく、
　簡単で便利になりました。

将来に影響を及ぼしたりしないか
などを確認しましょう。




